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特
集 町の健康診査が7月から始まります！

健康診査の受け方について確認していただき、
今年も健診を受診しましょう！

集団健診の受け方

①町に予約する
　健診の希望日などを「上三川町集団健診受診希望調査票」に記入し、
5月14日までに返送してください。
　6月上旬頃、健康課から受診日をお知らせするはがきをお送りしま
す。
※�調査票は4月下旬に対象世帯へお送りしました。届いていない時や
紛失時は健康課にお問い合わせください。

②「問診票」に記入する
　健診の約2週間前に届く問診票などに必要事項を記入してください。
　75歳までの方は、6月下旬に健康課からお送りする受診券を忘れず
にご用意ください。
　なお、76歳以上の方は受診券がありません。
※�社会保険の被扶養者の方が特定健診を受診する場合は「社会保険者
が発行する受診券」が必要です。

③健診会場へ行く
　受付時間内に健診会場へお越しください。
　会場では、入り口に用意された「番号札」を取ってお待ちください。
　なお、朝早い時間は混雑することが多いため、来所時間の分散にご
協力をお願いします。

④受診する
　問診票や受診券などを受付に提出し、スタッフの案内にしたがって
希望する検査を受診してください。
　健診項目数などにもよりますが、受付後約1～ 2時間で終わります。
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がん検診も忘れずに受けましょう！
　平成28年度に町のがん検診の精密検査を受けた方のうち約3%の方にがんが見つかりました。
　がんは誰でもかかる恐れがありますので、早期発見のためにがん検診を受診しましょう。
　また、気になる症状がある場合は、すぐに医療機関へ相談してください。

▶問い合わせ先＝健康課　成人健康係　☎�9133

◆申込方法
　町が指定する医療機関に直接お申し込みください。
　医療機関については、3月広報配布時にお配りした「健康カレンダー」や
町ホームページをご覧ください。
◆実施期間
　今年の7月1日から12月31日までです。(医療機関の休診日を除きます)

　かかりつけの医療機関で安心して健診を受けたいという方や、集団健診の日程が合わない方は個別健
診をご利用ください。
※健診の料金(自己負担額)が集団健診とは異なりますのでご了承ください。

個別健診の受け方

⑤料金を支払う
　健診終了後に料金を支払います。
　料金は受診券に書かれていますので、事前にご確認ください。

⑥結果を受け取る
　約1か月後に開催する結果説明会で健診結果を受け取ります。
　説明会会場では、保健師の講話や個別相談会などを行っています。
　「要精密検査(詳しい検査が必要)」の項目があった場合は、速やかに
医療機関を受診してください。


